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緊急事態措置の実施区域指定に伴う感染防止対策の徹底について（お願い） 

 

平素は、新型コロナウイルス感染症対策に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し

上げます。 

新型コロナウイルス感染症について、全国的に新規感染者数が急速に増加しており、兵庫

県についても、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべ

き区域に指定されました。 

本市においても、デルタ株への置き換わりが進む中で、新規感染者数が急増し、医療提

供体制は予断を許さない状況にあり、これ以上の感染の拡大を防ぐためにも、徹底した感

染防止対策を実施いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

【感染防止対策】 

①国及び県の方針に基づき、引き続き、在宅勤務（テレワーク）活用や、出勤者数削減

の徹底を継続するよう、ご協力をお願いします。 

②外出時には混雑した場所や時間を避けて行動するようお願いします。 

③不要不急の感染拡大地域への移動は控えるようお願いします。 

④業種や施設の種別ごとの感染拡大予防ガイドラインに基づく感染防止対策の 

 徹底をお願いします。 

 ⑤「マスク」と「距離」の徹底をお願いします。 

  ・マスクを外して会話をしない。  

・食事などで会話するときは、１ｍ以上距離をとる。 

・斜めに座る。 

・横に並ぶ場合は、一つ席を空ける。 

・大声を出さない。 

 

【参考動画】 

①「新型コロナウイルスの基礎知識 ワクチン接種編」 

https://youtu.be/3IzE2JD0crE 

②「今、できることを～自分からできるコロナ対策を考える」 

●若い方の重症化が増えています：https://youtu.be/U0wjw-E_82w 

 


